
 

 

 

 

（１号認定児用） 

おひさまこども園の１号認定児を下記のとおり募集します。 

 

＜運営主体及びおひさまこども園の所在地＞ 

運 営 者 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会（大阪府八尾市本町２丁目４番１０号） 

園 の 所 在 地 大阪府八尾市植松町５丁目８番５号 

 

 

＜１号認定児募集人数について＞ 

 ３歳児 ８名 （令和２年４月２日から令和３年４月１日に生まれた子ども） 

  

＜申し込みについて＞ 

受付期間：令和５年１０月２日（月）～令和５年１０月３日（火） 

受付時間：午前９時～午後５時 

受付場所：八尾市植松町５丁目８番５号 おひさまこども園 職員室 

※専願申込み(おひさまこども園の 1号認定児枠のみに申し込まれる方)を優先とします。 

他の施設(１号認定児枠)や、保育利用の申し込み（２号認定児枠）を同時にされる場合は併願申込みと

し、専願申込者が募集人数に満たない場合に限り、募集人数に達するまで併願申込者から入園の決定を

行います。 

※申し込み状況は、本園ホームページに掲載します。（１０月２日以降、随時更新する予定です。） 

 

＜入園決定について＞ 

入園決定：令和５年１０月６日（金）午前１０時から（開場：午前９時４５分） 

会  場：おひさまこども園 ３階 遊戯室 

◼上記日時に専願申込者を対象として入園決定を行います。 

◼専願申込者は「入園申込書」の控え（申込書の受付時にお渡しします。）を持参し、必ず午前１０時まで

にお越しください。 

◼併願申込者の入園決定は専願申込者が募集人数に満たない場合にのみ行います。 

 

入園決定に係る優先順位について 

① 兄姉が、本園に在園している専願申込者を第１優先とします。 

第１優先で定員を超えた場合は、第１優先者で抽選を行い、入園を決定します。 

② 第１優先で定員に満たない場合は、①以外の専願申込者を第２優先とします。 

    第１優先と第２優先で定員を超えた場合は、第２優先を対象に抽選を行い、入園を決定します。 

  ③ 専願申込みによる入園決定者が募集人数に満たない場合は、募集人数に達するまでの人数を併願申 

込みの方から決定します。併願申込者がこの人数を超えた場合は、抽選とします。 

   ※併願申込者から入園を決定する場合（抽選を含む）は、令和 5年１０月６日(金)午後３時からを予定

しています。 

   ※併願申込者の入園決定の有無は、令和５年１０月５日(木)に本園ホームページにおいてご案内します

ので、必ず本園ホームページを確認してください。 

   ※欠席や遅刻の場合は、入園を辞退されたものとして入園申し込みの取消しを行いますのでご注意く 

ださい。 
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＜利用料等について＞ 

３歳児以上の幼児教育・保育は無償で提供されるため、保育料は無料です。 

保護者の就労などで保育の必要性が認定された場合は、預かり保育を一定額まで無償で利用できます。 

 保育の必要性の認定がある場合 保育の必要性の認定がない場合 

保 育 料 無料 無料 

預かり保育の

利 用 料 

保護者負担 

（月額 11,300円まで無償化の対象となります。） 
保護者負担 

※保育料以外に諸経費の徴収があります。 

項 目 内容等 金 額 

給食費 

（８月は徴収しません） 

主食費 月額 1,300円 

副食費 月額 2,400円 

保険料 

（４月に口座引き落とし） 

日本スポーツ振興センター共済

掛金 
年額 240円 

※諸経費については、保護者名義の指定口座からの引き落としになります（毎月２８日）。 

なお、毎月の引き落とし額は事前にお知らせします。 

 

 

＜その他の実費支払いについて＞ 

新学期用品・体操ズボン・カバン等の代金は、入園後に保護者名義の指定口座からの引き落としになり

ます。 

 

 

＜教育・保育の利用について＞ 

◎利用の開始 

保護者の方に、園の方針（重要事項説明等）の説明を行い、内容についてご理解いただいた場合に、当

園と文書により利用契約を結んでいただきます。教育・保育は契約の締結をもって利用開始とします。 

 

◎利用の終了 

以下の場合には、教育・保育の提供を終了いたします。  

①市町村が支給認定を取り消したとき 

②支給認定保護者から認定こども園利用の停止の申し出があったとき 

③園児が小学校に就学したとき 

④市町村が認定こども園の利用継続が不可能であると認めたとき 

⑤その他、利用の継続について、重大な支障または困難が生じたとき 

 

 

＜１号認定児利用事項＞ 

提供する日（通園日） 月曜日から金曜日および行事などのある土曜日・日曜日 

教育標準時間 午前８時３０分から午後２時 

休園日及び休業日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日から１月３日） 

夏季休業 ７月２１日から８月３１日 

冬季休業 １２月２５日から１月７日 

春季休業 ３月２５日から３月３１日および４月１日から４月７日 

その他園長が必要と認めた日 



預かり保育（別料金） 月曜日から金曜日（休園日及び休業日を除く） 

午後２時から午後４時３０分 

利用料 １０分１００円（おやつ代込） 

ただし、おやつの提供は原則当園のおやつの提供時間に預り保育を利用される場合

に限ります。 

夏季休業期間中の預かり保育 

（別料金） 

７月２１日から８月３１日の月曜日から金曜日 

（土曜日・日曜日・祝日・８月の家庭保育協力日（３日間）を除く） 

午前８時３０分から午後２時 

利用料 １日 １，３００円（給食費２１５円を含む） 

 

 

＜その他＞ 

当園では、学生や生徒をはじめ、就学前施設等で働くことを希望する方を対象として、保育実習の受け入

れを行います。 


